
 

 

1 

 

⽬標項⽬の評価⽅法と⽬標設定について（案） 

 

〈基本的考え⽅〉 

計画開始後 6 年を⽬途に中間評価を、計画開始後 10 年を⽬途に最終評価を⾏い、各⽬

標項⽬の実績値や関連する取組の評価を⾏うとともに、⽬標を達成するための諸活動の成果を

適切に評価し、その後の健康増進の取組に反映する。 

⽬標は、最終評価を⾏う時点で実際に⽬標に到達したかどうか確認できるものが望ましいこと

から、計画開始後概ね９年を⽬途として設定する。また、計画期間中の諸活動の状況を評価す

るという観点から、中間評価及び最終評価に⽤いる⽐較値については、令和６年度（計画開

始年度）までの最新値とする。 

 

１．各⽬標項⽬の評価 

（１）⽬標に対する実績値の評価⽅法について 

各⽬標項⽬について、計画開始時の値（ベースライン値）と直近値を⽐較し、分析上の

課題や関連する調査・研究のデータの動向も踏まえ、⽬標に対する数値の動きについて、分

析・評価を⾏う。 

 

① 評価区分 

⽬標項⽬の評価は、以下のとおり、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ（ａ，ｂ，ｃ，ｄ）の４段階で

評価する。評価困難な⽬標項⽬はＥ（e）とする。（）内は中間評価 

 

 
 

 

ベースライン値と

直近値を比較

Ａ 目標値に達した / a 目標到達見込み
（有意差検定は必要ないが、行った場合は片側P値(vs.目標値)

を記載）

Ｂ/ｂ 目標値に達していないが、改善傾向にある
（片側P値(vs.ベースライン時)＜0.05、かつ一定値※以上改善）

Ｃ/ｃ 変わらない
（片側P値(vs.ベースライン時)≧0.05、または一定値※未満変化）

Ｄ/ｄ 悪化している
（片側P値(vs.ベースライン時)＜0.05、かつ一定値※以上悪化）

Ｅ/ｅ 評価困難

※一定値：後述の「最小変化範囲」
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・ 最終評価においては、まず、直近の実績値が⽬標に達したか、達していないか判定する

（Ａ評価かどうか）。その上で、⽬標に達していない項⽬については、⽬標に向けて改善し

たか、不変⼜は悪化したかを判定する（Ｂ，Ｃ⼜はＤの評価判定）。 

・ 中間評価においては、「⽬標値に達していないが、改善傾向にある」のうち、最終評価まで

に⽬標到達⾒込みである項⽬はａとして評価する。 

※⽬標到達⾒込みかどうかの判断は、直近値が計画開始時のベースライン値と⽬標値を

結んだ線の上か下かで判定する（図表１）。 

・ ⼀つの⽬標項⽬の中に、性・年齢階級別に複数の指標がある⽬標項⽬に関しても、⽬標

項⽬全体としての⽬標値を設定して、⽬標値に対する実績値の評価を⾏う。（その上で、

詳細分析として性・年齢階級別の評価を⾏う。） 

 

【図表１】 

 
 

② 近値に係るデータ分析 

直近値が、⽬標値に対してどのような動きになっているか分析し、数値の変化がわかる図

を合わせて作成する（例︓図表２）。⽬標に対する実績値の動きについて、⽬標とする値

が⼀定程度の抑制を図ることを予測して設定されている場合等は、予測曲線を合わせて⽰

す等、⽬標への到達に向けて現状値の動きがわかるようにする（例︓図表３）。 

目標値

ベースライン値

片側P値<0.05かつ

一定値※以上改善

片側P値<0.05かつ

一定値※以上悪化

Ａ

Ｂ

Ｄ

Ｃ

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

経年推移でみたＡ/a，Ｂ/ｂ，Ｃ/ｃ，Ｄ/ｄ区分

計画開始時

指
標
#
値

検定は必要ないが、

行った場合は記載

A,B,D以外

※一定値：後述の「最小変化範囲」

中間評価 最終評価
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【図表２】  

 

【図表３】 健康⽇本 21（第⼆次）最終評価報告書より 

 
■ 直近値と⽬標値の⽐較について 

・ 直近値が⽬標値に到達したかどうか（A 評価かどうか）に関しては、有意差検定の結果に

よらず直近値が⽬標に達しているかどうかで判定する。（有意差検定は必要ないが、⾏った

場合は結果を記載する。） 

■ 直近値とベースライン値の⽐較について 

・ 計画開始時のベースライン値と直近値の⽐較において、ベースライン値から改善しているかど

うか（B 評価かどうか）の判定は、健康⽇本 21（第⼆次）の⽬標項⽬における達成率

を踏まえ、ベースライン値から⽬標値に向けて有意かつ原則30％以上改善しているかどうか

で判定する（図表４、図表５）。 

・ 原則として有意差検定（⽚側検定）を実施し、合わせて、図の実績値に90%信頼区間

を⽰すエラーバーをつける。全数調査の場合、サンプリング調査ではない場合等は検定不要

であるが、⽬標設定時に検定が不要な項⽬は明⽰しておく。 
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平成（年） 令和（年）

収縮期血圧の平均値の推移（男性）40-89歳

目標値

年齢調整平均

粗平均

目標値(H34(R4))

134 mmHg

ベースライン値(H22)

138 mmHg

※令和元年より、水銀を

使用しない血圧計を使用

1    2     3     4

最終評価時(H30) 

137 mmHg（年齢調整）

現時点で目標値に達していないが、

改善傾向にある（達成が危ぶまれる）

評価：Ｂ*

誤差線は策定時・拡大調査時・評価

時の90%信頼区間。

年齢調整の基準人口は、H22年の調

査実施人数である。（従ってH22年の

粗平均と年齢調整平均は等しい）
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・ ベースライン値から悪化しているかどうか（D評価かどうか）の判定は、有意（検定を⾏った

場合）かつベースライン値から相対的に原則 5％以上の変化で悪化しているかどうかで判

定する（図表４）。 

・ Ａ、Ｂ、D いずれの評価でもないものを C評価とする。 

【図表４】 

 

【図表５】 

 

検定結果と変化幅を考慮して評価する。

目標値

8 g
ベースライン値

10.0 g
食塩摂取量

片側P値<0.05※２かつ

最小変化範囲以上改善

片側P値<0.05※２かつ

最小変化範囲以上悪化

Ｂ/ｂ 改善傾向
（ａ 目標到達見込み）

Ａ 目標に達した

Ｄ/ｄ 悪化

Ｃ/ｃ 変わらない

評価時の値

片側P値≧0.05または

最小変化範囲内（A,B,D以外）

検定結果は問わない

（検定したら片側P値を併記※２）

※１変化がこの範囲にとどまる場合

には、検定で有意であっても「C/c変

わらない」とする。
※２B,Dの検定はベースライン値との

差の検定。片側P値<0.05でB・Dと

判定された指標のうち、誤判定は

5%未満となる。Aの検定は目標値と

の差の検定。

（値は説明用の仮想値です。）

目標値との

差の30%

ベースライン値の

相対的に5%

最小変化範囲※1

9.4g 10.5g

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(B) ３歳児でう蝕がない者の 割合が80％以上である都道府県数
(B) 大腸がん検診受診率 男性
(B) 妊娠中の飲酒した者の割合

(B) 胃がん検診受診率 男性
(B) 肺がん検診受診率 女性

(B) 課題となる健康格差の実態を把握し、健康づくりが不利な集団への対策を実施してい…
(B*) 受動喫煙の機会 (b)医療機関

(B) 健康づくりに関する活動に取り組み 参画団体数
(B) 未成年者の飲酒をなくす 中学３年生 女子

(B) 乳がん検診受診率 女性
(B*) 受動喫煙の機会 (a)行政機関

(B) 12歳児の一人平均う歯数が1.0歯未満である都道府県数
(B) 自殺者の割合（人口10万人当たり）

(B) 未成年者の喫煙をなくす 中学１年生 男子
(B*) 足腰に痛みのある高齢者の割合 男性

(B) 未成年者の喫煙をなくす 高校３年生 女子
(B*) 大腸がん検診受診率 女性

(B*) 週労働時間60時間以上の雇用者の割合
(B) 未成年者の喫煙をなくす 高校３年生 男子
(B) 未成年者の飲酒をなくす 中学３年生 男子
(B) 未成年者の飲酒をなくす 高校３年生 女子

(B*) 住民が運動しやすいまちづくり・環境整備に取り組む自治体数
(B*) 飲食店登録数

(B* ) 介護保険サービス利用者数
(B*) 未成年者の喫煙をなくす 妊娠中の喫煙した者の割合

(B*) 未成年者の飲酒をなくす 高校３年生 男子
(B) 収縮期血圧の平均値 女性

(B*) 特定健康診査の実施率
(B*) 子宮頚がん検診受診率 女性

(B*) 未成年者の喫煙をなくす 中学１年生 女子
(B*) （参考値）管理栄養士・ 栄養士を配置している施設の割合

(B*) 受動喫煙の機会 (e)飲食店
(B*) 胃がん検診受診率 女性

(B*) メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合
(B*) 成人の喫煙率

(B* ) 受動喫煙の機会 (d)家庭
(B*) 特定保健指導の実施率

(B*) 収縮期血圧の平均値 男性
(B*) 受動喫煙の機会 (c)職場

(B*) 食塩摂取量
(C) ＣＯＰＤの認知度

(C) 朝・昼・夕の三食を必ず食べることに気をつけて食事をしている子どもの割合 小学５…

健康日本２１（第二次）最終評価でB/B*(一部C)判定された指標の目標値に対する達成率

（％）

ベースライン値 目標値

相対的に5%ではCだが、目標との差では35%改善

平均 59.4%

標準偏差 19.6%

中央値 61.6%

20% 以上 97.5%

30% 以上 92.5%

40% 以上 82.5%

50% 以上 67.5%

C)を除く40指標。
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（上記に当てはまらない⽬標項⽬について） 

l 基本的に「（ベースライン値から）増加傾向」「減少傾向」は、⽬標値として⽤いないこ

ととするが、他計画からの引⽤等で⽤いざるを得ない場合は、有意（検定を⾏った場合）

かつベースライン値から相対的に 5%以上の変化で改善・悪化を判定する。 

例︓75 歳未満のがんの年齢調整死亡率、運動やスポーツを習慣的に⾏っていない⼦ 

どもの割合 

l 将来予測を⾏った上で⽬標値設定した項⽬は、ベースライン値と⽬標値を結ぶ線と予

測曲線の間を B、予測曲線上を C、予測曲線を超えての悪化を D と判定する。検定と

最⼩変化範囲の考え⽅は、図表４のベースライン値を「予測曲線」、⽬標値を「ベースラ

インと⽬標値を結ぶ線」と読み替えて同様（参考︓図表３、図表６）。（現状維持

を⽬標とする項⽬も同様。） 

※予測値の誤差は考慮せずに検定するため、⽬標設定の際に⾼い精度で将来予測を

⾏い、グラフを⽰しておく必要がある。 

例︓糖尿病有病者数の増加の抑制 

l 0%⼜は 100%を⽬標値とする項⽬の評価に関してどのように考えるか。（要検討） 

例︓未成年の飲酒・喫煙、妊婦の飲酒・喫煙 

【図表６】 健康⽇本 21（第⼆次）最終評価報告書より 
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平成（年）

H35(R5): 1410万

（千人）

H9: 690万

H14: 740万

H19: 890万

H9, 14年は糖尿病実態調査、他は国民健康・栄養調査（H24, 28年は拡大調査。他は通常調査で標本誤

差が大きくバラつきが生じやすいためR1年値は回帰曲線で推定）

H9, 14, 19年調査に基づく将来予測に用いた人口は「日本の将来推計人口（平成18年12月推計）」

H24: 950万
H28: 1000万

R1: 1150万
(95%信頼区間
1080-1220万)

(策定時の将来予測)

健康日本21(第二次)

2 4

令和（年）

H31(R1): 1270万

目標値:

1000万

図表Ⅱ-２-(3)-14（一部改変）:「糖尿病が強く疑われる者」の平成9年、14年、19年

調査に基づく策定時の将来予測（青点線）、目標値（青実線）、平成24～令和元年

調査に基づく令和元年推計（赤線）
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・ 有効桁数は、基本的に整数、⼜は⼩数点⼀桁とし、有効桁数の⼀桁下の桁で四捨五⼊

することとする。ただし、上記が適切でない場合や、他計画からの引⽤等で上記が適応でき

ない場合は、⽬標設定時点で個別に有効桁数と端数処理について設定し明記しておく。

算出が必要な項⽬に関しては、計算に⽤いる数値の有効桁数についても設定しておく。

（基本的に計算途中は丸めずに計算し、図表も丸めずに作成する。） 

 

■ 年齢調整について 

・ 評価に⽤いるデータについて、年齢調整値を⽤いるか粗データを⽤いるかに関しては、⽬標

設定時に⽬標項⽬ごとに判断した上で⽬標設定を⾏う。年齢調整値を⽤いる場合、グラ

フに粗データの推移とともに年齢調整値の推移も表⽰する（例︓図表２）。 

（原則として） 

l 個⼈の健康状態の改善に関する⽬標項⽬は基本的に年齢調整値で評価する。 

例︓がんの年齢調整死亡率、⾼⾎圧の改善、適正体重を維持している者の増加 

l 将来予測を⾏った上で⽬標値を⼈数で設定するような項⽬は年齢調整不要（不可）。 

例︓糖尿病有病者数の増加の抑制 

l ⽣活習慣に関する⽬標項⽬は、個別に検討する。（加齢によって変化するものは年齢

調整必要） 

例︓⽇常⽣活における歩数の増加、⾷塩摂取量の減少 

（年齢調整の基準について） 

・ 年齢調整を⾏う必要がある⽬標項⽬で、データソースが国⺠健康・栄養調査である場合

は、ベースライン調査（令和６年度調査）の実施⼈数で年齢調整を⾏う。（そうすること

でベースライン時は粗データと年齢調整値が⼀致するので解釈しやすい。） 

・ その他の⽬標項⽬に関しては、⽬標設定時点で年齢調整の基準を個別に設定し明記し

ておく。（例︓ベースライン調査の実施⼈数、基準⼈⼝（平成 27年モデル⼈⼝）等） 

 

■ 詳細分析 

・ 全体の値だけではなく、性、年齢で値に差がみられるものは、それらの特徴を踏まえた分析

を⾏う（例︓図表７）。 

・ 地域別で差が⾒られるものは都道府県格差、市区町村格差等の分析を⾏う。また、分析

可能な項⽬においては、社会経済的要因による格差についての分析も⾏う（例︓図表８、

図表９）。 

・ 評価判定にはベースライン値と直近値の 2 点⽐較を⽤いるが、必要に応じてトレンド検定

等も⾏う。 
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【図表７】  

 
 

【図表８】 健康⽇本 21（第⼆次）最終評価報告書より 

 
 

【図表９】 健康⽇本 21（第⼆次）最終評価報告書より 
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■ ⻑期的な変化の分析（参考） 

・ 平成 12年度以降継続してデータを収集しているものは、可能な範囲で（必要に応じて）、

平成 12年度（健康⽇本 21 開始時）や平成 25年度（健康⽇本 21（第⼆次）開

始時）のデータとの 2点⽐較も⾏う。その際のグラフは⽐較時点からの推移（粗データと年

齢調整値の推移）を⽰すこととする。（必要に応じてトレンド検定等も⾏う。） 

※年齢調整が必要な項⽬においては、ベースライン値と直近値の⽐較の際に⽤いた年齢調

整と同じ基準を⽤いて年齢調整を⾏う（例︓国⺠健康・栄養調査の場合はベースライ

ン調査の実施⼈数）。 

 

 

③ 評価困難な場合の代替評価及び補助的評価等について 

・ 各⽬標項⽬の評価に当たっては、関連する調査・研究等の動向も補助的に活⽤する。 

・ 健康⽇本 21（第⼆次）の最終評価においては、新型コロナウイルス感染症の影響で、デ

ータソースとなる調査が中⽌となったこと等の理由で評価できなかった項⽬が７項⽬あった。

これも踏まえ、特に数年に⼀度しか調査していない指標に関しては、可能な限りあらかじめ

補完的指標を設定しておくこととし、来年度以降の推進専⾨委員会で詳細を検討すること

とする。 

・ ベースライン（令和 6 年度調査）の値が、⽬標設定時の予測と⼤きく外れていた場合は、

推進専⾨委員会において⽬標の再設定について検討を⾏う。（特に、最近のトレンドから

⽬標値を設定した場合等。エビデンスを根拠に⽬標値を設定したものに関しては基本的に

再検討不要。） 

・ ベースライン値、中間評価時の直近値が既に⽬標値に到達していた場合は、最終評価に

向けて新たな⽬標値を設定することとする。 

 


